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１．はじめに

多可町生涯学習まちづくりプラザ建設計画

(１) はじめに

　多可町（以下「町」という。）では、第２次多可町総合計画後期基本計画（令和４年～令和８年度）（以

下「総合計画」という。）に掲げる「天たかく　元気ひろがる　美しいまち　多可」を基本理念とし、

総合計画の基本姿勢「私たちのまちは　私たち一人ひとりが創る」を基本姿勢としてまちづくり

を進めています。

　また、第２次多可町生涯学習推進基本計画（令和２年度～令和 11 年度）（以下「生涯学習推進

計画」という。）に掲げるとおり、急激な高齢化、人口減少社会を迎える中で持続可能な町をつく

るためには、町民一人ひとりが社会的に包摂されるとともに、次世代のまちを担うひとづくり・

まちづくりをみんなで目指し、新しい公共を支える原動力となる生涯学習体制の整備を図る必要

があります。

　このような考えに基づき、これからのまちづくりに対応できる生涯学習施設として、既存施設

の状況により、多可町生涯学習まちづくりプラザ（以下「まちづくりプラザ」という。）を中コミュ

ニティプラザと多可町図書館の機能を併せ持つ施設として検討することとしました。

（２）建設の必要性と位置付け

　合併以降、新町建設計画（平成 17 年度～令和７年度）における施策の中で「生涯学習の充実」

を掲げ、その事業として「生涯学習振興事業（交流施設整備等）」を位置付けてきました。さらに

総合計画においては、「生涯学習を通してあらゆる世代が互いに学びあい、教え合い、人がつなが

るまちをつくります。そのために、生涯学習の拠点となる施設を整備し、地域課題等の関心を高め、

自発的・自立的な生涯学習ができるよう、学習情報の発信や活動場所の確保・学習機会の提供に

努めます。そして、多様な主体が連携・協力し、学んだ知識・技術・経験等を地域に循環できる

しくみをつくります。」と明示し、まちづくりプラザ建設の必要性を位置付けています。

　令和３年度に実施した生涯学習に関するアンケート調査においても、「生涯学習を支援するため

に、どのようなことに力を入れるべきだと思いますか。」という問いに、「社会教育施設の機能の

充実を図る。」が最も多い結果となっています。

　中コミュニティプラザ、多可町図書館を取り巻く現状と課題を克服し、これらの施設の機能を

更新することに併せ、多様な住民からのニーズに対応できる機能を付加した複合・多機能施設と

することにより、生涯学習環境の充実を図る必要があります。

　また、「子育てするならダントツ多可町」のキャッチフレーズ具現化の一翼を担い、そして「敬

老の日発祥のまち多可町」の精神を受け継ぎ、乳幼児から高齢者まで年代を問わず町民が集い、

交流し、つながり、いきいきとした活気ある住みたいまちづくりにいかせる拠点施設として、ま

ちづくりプラザの建設が必要です。
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（３）これまでの検討経過

　町では、過去にはまちづくりプラザを「(仮称)多可町生涯学習センター(以下「生涯学習セン

ター」という。)と呼んで検討してきました。

　平成25年度に生涯学習センターの整備について検討を行うため、(仮称)多可町生涯学習セン

ター建設基本計画策定検討委員会(以下「検討委員会」という。)に建設基本計画策定について諮

問しました。そして、平成25年10月に「(仮称)多可町生涯学習センター建設基本計画(提言書)」

として答申を受けました。

　その翌年度以降、施設の建設に取り組む予定でしたが、当時は役場本庁舎の建設も計画してい

る時期であり、同時に整備することは財政的に無理があるとの判断から、建設は当面見送られる

ことになりました。

　その後、平成30年10月に役場本庁舎が完成し、令和元年度に生涯学習推進計画を策定したこと

から、令和３年度から改めて生涯学習センターの建設に取り組むこととしました。

　令和３年６月に、再度検討委員会へ建設基本計画の策定を諮問し、同12月に「(仮称)多可町生

涯学習センター建設基本計画　答申書」として答申を受けました。

　令和３年度の検討委員会では、平成25年10月の提言書の内容を基本としつつ、これからのまち

づくりに対応できる生涯学習施設とするための条件の再整理や機能の修正・追加をする方向で検

討が進みました。また、これからの町を担う若い世代の考えや思いを反映するために中学生・高

校生とワークショップを持つなど、多角的・多面的に検討するように取り組みが行われました。

　さらには、新しい公共を支える原動力となる人材の育成を図る生涯学習システムの構築を推進

するため、建設(ハード面)だけではなく、施設の持つ機能・役割が十分発揮できるよう、運営手

法・方針(ソフト面)についての検討も行われました。

　検討内容は施設の名称にも及び、答申書において、生涯学習を通じた持続可能な町をつくるた

め、次世代のひとづくり・まちづくりの拠点施設であることを象徴するため、名称を「(仮称)多

可町生涯学習センター」から「多可町生涯学習まちづくりプラザ」へと変更することが提案され

ました。町では答申内容を尊重し、「多可町生涯学習まちづくりプラザ建設基本計画(以下「基本

計画」という。)を策定し、施設名称を「多可町生涯学習まちづくりプラザ」と呼ぶこととしまし

た。

　令和４年度には、基本計画に基づき、まちづくりプラザの建設場所の決定とそれに伴う土地利

用計画、施設構成の方針付けを行うため、「多可町生涯学習まちづくりプラザ建設計画(以下「建

設計画」という｡)を策定しました。

　建設計画の策定にあたっては、周辺の施設や将来建設される統合中学校を考慮した計画とする

ことにより、周辺施設との連携・相互利用を進め、周辺地域の活性化や町全体のにぎわいの創出

を図ります。
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（４）建設計画の位置付け

　建設計画は、基本計画を基本概念として、理念や機能、計画地の条件等、基本計画を具現化す

るための計画とします。

　今後、この建設計画を基に施設の基本設計・実施設計や建設工事に取り組みます。

[ 建設計画の位置づけ］

第２次多可町総合計画

第２期多可町総合戦略

第２次多可町教育ビジョン

多可町生涯学習まちづくりプラザ

建設基本計画

第２次多可町生涯学習推進基本計画

多可町生涯学習まちづくりプラザ

建設計画

多可町図書館基本計画

関連
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多可町生涯学習まちづくりプラザ建設計画

(５) 既存施設の現状と課題等

■現状と課題

　中コミュニティプラザは、旧中町中央公民館として昭和 48 年に建設されました。

　平成９年に町教育委員会事務所として、また多目的トイレ設置等の改修を行いました。その後、

役場本庁舎建設の間（平成 28 ～ 30 年度）には仮庁舎として運用し、令和元年度には条例改正に

より多可町中央公民館から中コミュニティプラザに名称を改め、現在に至っています。現状では、

多可町商工会事務所と生涯学習関連施設としての貸館施設のみが存在しています。

　近年では、経年劣化により雨漏りや建物躯体の劣化が顕著です。耐震安全性はかなり低く、耐

震補強が必要ですが、耐震補強により建物の寿命を延ばすことはできず、補強に伴う設備の改修

など含め相当の費用が必要です。主要な会議室が２階にあるにも関わらずエレベーターが設置さ

れておらず、建物全体がバリアフリー化されていないため、特に高齢者や障がい者にとっては利

用しにくい状況です。設計が古いためホールの音響は悪く、会議室間の音漏れ、また換気性能も

充分ではなく、利用ニーズの多様化に対応できていません。さらには、国道 427 号からの進入レー

ンが取れず、駐車場への出入りがしにくい状況で、駐車スペースも手狭です。

所在地   多可町中区茂利 20 番地

構造   鉄筋コンクリート造 2 階建て

敷地面積  4,564.9 ㎡

延床面積  1,452 ㎡

駐車場面積  1,750 ㎡ (75 台 )

供用開始  昭和 48 年 12 月

部屋数等 （生涯学習関連施設のみ）

   １階 事務室、談話コーナー、調理室、トイレ (1)、倉庫 (2)、機械室

   ２階 大会議室 (200 人 )、中会議室 (30 人 )、和室 (25 帖 )、トイレ (1)、倉庫 (1)

－１．中コミュニティプラザ

[ 中コミュニティプラザ］
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多可町生涯学習まちづくりプラザ建設計画

■現状と課題

　多可町図書館については、昭和 54 年に供用開始した既存施設を改修し、平成 16 年に旧中町図

書館として開館しました。

　既存施設の改修で、とりあえず本の貸し出しを目的として開館した施設であるため、生活動線

上から離れており、買い物や出かけたついでに立ち寄ってみよう、という立地条件ではありません。

そして、面積が狭いことが最も深刻な問題で、必要とする蔵書数を満たしていないにもかかわらず、

収納しきれない状態です。また、充分な閲覧席が確保できておらず、談話コーナーなどのスペー

スも取れていません。既存建物の天井が低く、話し声が館内に広がってしまう、という問題もあ

ります。さらには、トイレのドアや風除室が設置できず、臭いの問題や室内温度の管理に問題が

生じています。近年では建物の経年劣化に伴い、建築設備の不具合や雨漏り等も発生しています。

所在地    多可町中区糀屋 434 番地 11

構 造    鉄筋コンクリート造 １階建て

延床面積   616.54 ㎡（開架スペース：400 ㎡、閉架書庫：31 ㎡、学習室：40 ㎡）

供用開始   昭和 54 年 4 月

図書館開館   平成 16 年 3 月

運営体制   図書館長 (１名 )、職員５( うち図書館司書４名 )

－２．多可町図書館

[ 多可町図書館］

6
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　既存施設には無いが今後必要と考える機能について、検討委員会における中学生・高校生と

のワークショップでも多くの要望が多く寄せられた下記の機能を整備することにより、幅広い

生涯学習ニーズに対応できる施設を目指します。

DＩＹ室

美術・工芸・木工などに使用できる部屋とし、住民の創作意欲の向上に寄与

します。子育てふれあいセンターとも連携し、木のおもちゃに触れる体験や

木工ワークショップ等を企画し、木育活動を進めます。

女性の活躍を推進するとともに、全ての町民が性別に関係なく、あらゆる分

野で個性と能力を十分に発揮し活躍できるまちづくりを進める必要がありま

す。また、DV などあらゆる暴力の根絶に向けた啓発・教育の推進が必要です。

相談員の配置も検討し、気軽に集い・相談できる体制づくりが必要です。

自主学習室

気軽に使える学習室を整備し、学生のニーズに応えます。

また、リモートワークでの利用等も考慮し、現役世代の利用や起業支援にも

寄与するよう努めます。

音楽室
コーラス・楽器演奏・バンド練習などに使用するために防音機能を持った部

屋とし、芸術活動の活性化に寄与します。

　また、これからのまちづくりに必要な機能として下記の機能を整備し、全ての町民が気軽に

集い・つながる施設を目指します。

－３．新たに求められる機能等

男女共同
参画コーナー

町内に在住・在勤する外国人が増加しています。現状では「多可日本語教室」

を開催し、日常生活に必要な日本語学習機会の提供や簡単な生活相談に応じ

ています。行政情報の提供による災害時のセーフティーネットの役割など、

多文化共生社会実現のための取り組みを強化する必要があります。

そのためには、日本語教室支援サークルの支援者など、取り組みに関わる人

材を増やすことも必要です。

多文化
共生コーナー

持続可能な町をつくっていくためには、各種団体・登録団体等が自主的・自

立的に活動できる環境が必要です。ミーティングや事務に気軽に利用できる

スペースを設け、団体の活性化に寄与します。

ボランティア
スペース
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[「たかウイメンズ・ステップアップセミナー」でのワークショップの様子］

[「多可日本語教室」での七夕会の様子］

　その他、町内にある生涯学習関連施設との連携強化や、それぞれの施設が持つ機能や特徴を

生かした学びの場や機会の提供を進めるとともに、得意分野を生かした連携プログラムの開発

など、ネットワーク化を進めます。

　特に、加美・八千代コミュニティプラザや同図書室とのより一層の連携を強め、３プラザ体

制の強化を図ります。
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２．計画地の概要

多可町生涯学習まちづくりプラザ建設計画

■敷地面積 ：約 6,800 ㎡

■用途地域 ： 都市計画区域内（非線引き）

■容積率 ： 200%

■建ぺい率 ： 60%

■接道  ： 北側（町道岸上 1 号線） 幅員 5.1ｍ

    西側（町道岸上中村町線） 幅員 9.6m

    東側（町道岸上 7 号線） 幅員 4.9m    

■防火指定 ：指定なし

■高さ制限 ： 道路斜線：1.5L

    隣地斜線：1.25L＋20m

■日影規制 ： 日影規制：4ｈ－2.5ｈ/4ｍ（建築物の高さ 10m 超の場合）

■積雪量 ：垂直積雪量 30cm　積雪の単位荷重は、積雪量 10cm ごとに

      1 平方メートルにつき 20 ニュートン以上とする

■その他 ： 田園の区域（兵庫県緑条例）

    自然・田園景観ゾーン（兵庫県景観条例）

    公園施設の建ぺい率：公園全体の 12% 以内（都市公園法）

[ 計画位置図（S＝1:1000）］

N

(１) 建設位置の明示

(２) 法規制（建築制限等）

■所在地：  多可町中区岸上地区
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アスパル

児童広場
子育てふれあいセンター

中央公園プール

多可町役場

新都市公園

学校給食センター

多可赤十字病院

スポーツと文化のエリア

子ども子育て・学びと健康のエリア

回遊型ネットワークの形成による

にぎわいの創出

住みたい町・住み続けたい町へ

～「天たかく元気ひろがる美しいまち 多可」の実現～

生涯学習まちづくりプラザ・統合中学校イメージ図

国道427号

県道多可柏原線
ぽっぽの道

ベルディーホール

生涯学習まちづくりプラザ

統合中学校

道の駅 山田錦発祥のまち・たか

遊優の道

(３) 地域の特性・周辺のまちづくりとの関連

[ 多可町生涯学習まちづくりプラザ及び統合中学校イメージ図 ]

－１．回遊型ネットワークの形成

　まちづくりプラザを現北アリーナ敷地、統合中学校を現中央公園サブグラウンド敷地に計

画することで、周辺エリアを「子ども子育て・学びと健康のエリア」と位置付けます。また

現中町中学校敷地を新都市公園として再整備し、ベルディーホールを含めたエリアを「スポー

ツと文化のエリア」と位置付けます。この特徴的な 2 つのエリアを道路や遊歩道で結び、回

遊型のネットワークを形成することにより、町中心部に「ひと・もの・こと」の循環を生み

だすことで、にぎわいの創出を図ります。

－２．交通の特性

　計画地周辺は幹線道路である国道 427 号に接するほか、旧 JR 鍛冶屋線を活用した「ぽっぽ

の道」や杉原川沿いの「遊優のみち」等の遊歩道が整備されており、車両・歩行者の両者にとっ

てアクセスしやすい立地となっています。

　また、町内各所から年代を問わずアクセスしやすいエリアとするため、施設周辺の道路や

公共交通（バス停等）の整備について検討していきます。
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多可町生涯学習まちづくりプラザ建設計画
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[ 配置図 ]

　「子ども子育て・学びと健康のエリア」は、中央公園を中心にアスパルや子育てふれあいセ

ンター、中央公園プール等が立地した公共施設の集積地となっています。これにより「まち

づくりプラザ」を中心に町の教育を担う「統合中学校」、健康とスポーツを支える「アスパル」、

子育て支援を充実する「子育てふれあいセンター」、「児童広場」が配置されることとなり、

既存施設の有効活用と活性化を図りながら、多世代の交流を育むことが可能となります。ま

たこのエリアには地域医療拠点である「多可赤十字病院」や町外からの集客交流施設となる「道

の駅 山田錦発祥のまち・多可」も立地しており、まち全体のにぎわいの創出や活性化が期待

されます。

　施設間連携の具体的なメリットとしては、多様な書籍があるまちづくりプラザの図書館を

授業等で利用することによる学習効果の向上や豊富な児童書を有する図書館が子育てふれあ

いセンターと隣接することによる子育て機能の充実が挙げられます。また生涯学習の拠点で

あるまちづくりプラザと生涯スポーツの拠点であるアスパルが隣接することによる相互施設

の利用促進、児童広場と隣接することによる児童広場の利用活性化、「スポーツと文化のエリ

ア」を含め、再整備が予定されている都市公園内に位置することによるウォーキング等の活

動をされる高齢者の休憩場所や、統合中学校・子育てふれあいセンターと隣接することによ

る保護者の居場所としての利用なども想定します。

－３．周辺施設の有効活用と活性化

11



３．施設の機能整備方針

多可町生涯学習まちづくりプラザ建設計画

(１) 基本コンセプト

　まちづくりプラザは、あらゆる世代が互いに学びあい、教えあい、人がつながるまちをつ

くるために、学習機能の提供や活動場所の確保、学習情報の発信や学習成果を発表する機会

を提供し、学習を通じて得た知識、交流の広がりをひとづくりに生かし、多様性を受け入れ

ることができるまちづくりの拠点施設となります。

(２) 基本方針

基本方針

　基本コンセプトに基づく、まちづくりプラザの基本方針と役割、これを実現するための施設

整備・運営の方針を示します。

〇生涯を通じた学びを支え発信する【学習拠点】

→自発的な学習機会や活動場所を提供する学びの場

→本やメディア等の情報を通じて学びを深める場

→学んだ成果を地域づくりに生かす発信の場

〇あらゆる世代が集いふれあう【交流拠点】

→町民や来訪者が立ち寄りたくなる出会いの場

→立地を生かし周辺施設の利用者のつながりを生む場

→多世代のふれあいを通じ町全体のにぎわいを高める場

〇多様な活動を創造し継承する【文化拠点】

→町民の芸術文化活動の表現の場

→新たな芸術文化の創造の場

→芸術文化の担い手となる人材を育てる場

生涯学習を通してあらゆる世代が互いに学び

あい、教えあい、人がつながるまちをつくる 

「拠点施設の整備」

総合計画

地域社会の中でみんなに出番があるように、

生涯にわたって知識を深めるための居場所や

集える場の整備をめざす。

基本理念

12



多可町生涯学習まちづくりプラザ建設計画

あらゆる世代が互いに学びあい、教えあい、

人がつながるまちをつくる「拠点施設の整備」

学習拠点

生涯学習のまちづくり
あらゆる世代が互いに学びあい、教えあい、

人がつながるまちをつくる「拠点施設の整備」

創造

つながり

表現

学び

情報 発信

育てる

出会い

あらゆる世代が集い

ふれあう交流拠点

多様な活動を創造し

継承する文化拠点

生涯を通じた学びを支え

発信する学習拠点

交流拠点 文化拠点

[ コンセプトダイアグラム ]

にぎわい
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４．施設計画の考え方

多可町生涯学習まちづくりプラザ建設計画

(１) 導入機能

　基本計画の基本理念に掲げる「3 つの広場」について、類似機能をまとめた５つのゾーンに分

類することで施設配置をより明確なものとします。まちづくりプラザの「交流スペース」を中心

に、５つのゾーン及びシンボルストリートを配置することで、多世代の交流を促進しにぎわい

のある生涯学習拠点を実現します。

　「子ども子育て・学びと健康のエリア」内に、アスパルを起点とするシンボルストリートを

配置します。この動線を軸として、ふれあい・にぎわいの場を創出します。

　シンボルストリートは、アスパル、まちづくりプラザ、子育てふれあいセンター、中央公

園プール等の既存施設や、計画されている統合中学校との相互利用・連携効果を高めるとと

もに、子どもからお年寄りまで安心して利用できる歩行者空間を確保します。

　また、まちづくりプラザと連携した、イベントスペース機能も併せ持つよう計画します。

[ シンボルストリートによる施設連携のイメージ ]

[ まちづくりプラザの施設構成 ]

－１．施設間の連携効果を高めるシンボルストリートの計画

－２．施設全体の配置の考え方

町道

まちづくり
プラザ

統合
中学校

アスパル

町

道

国
道
42
7 号

中央公園
プール

子育てふれあい
センター

まちづくり
プラザ

統合
中学校

アスパル

町

道

町道

国
道
42
7 号

中央公園
プール

子育てふれあい
センター

シンボルストリートシンボルストリート

N

町道
児童広場

����
�
�
�

�

�

�
�
�
��

シンボル
ストリート　　　　　　

自習

会議

�����

交流
スペース

運営
ゾーン

図書館
ゾーン

会議･学習
ゾーン

実習
ゾーン ホール

ゾーン
多目的
ホール

楽屋

事務
ボランティア

男女
多文化

多目的
広場

芝生
広場

閲覧

児童書

音楽
和室

調理
DIY
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多可町生涯学習まちづくりプラザ建設計画

　所要室について下記の利用形態とします。

－３．所要室の利用形態

開架スペース（一般）
・一般、ヤング、郷土資料等、サービスカウンター、情報検索コーナー、閲覧席、

  静読書室、ブラウジングコーナーを設ける。

・固定式書架、集密書架を併用する。

・児童書、防音仕様のおはなしコーナーを設ける。

・作業室、装備作業室、団体貸出事務コーナーを設ける。

・広狭、音の有無等いくつかのスペースを設ける。

・リモートワークなどPC利用も可能とする。

・一部オープンスペースを検討する

・必要に応じて、間仕切れる機能も検討する。

・音響、映像に優れたOA機器も備える。

・必要に応じて、間仕切れる機能も検討する。

・音響、映像に優れたOA機器も備える。

・美術、工芸、木工などで利用する。　

・洗い場、流し台、作業机、工具棚を設ける。

・お茶、お花、着付け、踊り、軽運動などで利用。

・置き畳等の使用も検討する。

・３区合同行事にも活用できる広さ、機能とする。

・コーラス、楽器、バンドで利用する。

・防音機能を設ける。

・アンプ2~3台を収容できる収納スペースを設置する。

・多目的ホールの調整室（1名程度控え、準備、音響・照明操作）として利用する。

・会議室、研修会、発表会、演劇、ダンス、軽運動等で利用する。

・大型スクリーンや音響映像設備を整える。

・舞台は可動式とし、用途に応じて使用できる。

・大きな鏡を備え、演劇やダンスに利用できる。

・必要に応じて、間仕切れる機能も検討する。

開架スペース（児童）

閉架書庫

図書館管理運営スペース

自主学習室

会議室（大）

会議室（中）

DIY室

和室

調理室

音楽室

多目的ホール

楽屋・準備室

室名区分 利用形態

図
書
館
ゾ
ー
ン

会
議
・

学
習
ゾ
ー
ン

実
習
ゾ
ー
ン

ホ
ー
ル
ゾ
ー
ン

・管理事務所、給湯室、応接室等、更衣室、備品庫、作業室を設ける。

・運営スタッフ10人程度を想定する。
事務室

男女共同参画コーナー

多文化共生コーナー

・各種団体の事務スペースとして利用できる。

・ＰＣ、印刷コーナーを設ける。

・小会議室（貸出）を兼ねる。

・10名程度のミーティング利用を想定する。

・相談室を設ける。

・男女共同参画コーナー、多文化共生コーナーの2コーナーで1人の相談員が運用

する。

ボランティアスペース

運
営
ゾ
ー
ン
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多可町生涯学習まちづくりプラザ建設計画

・1階は多目的ホールの倉庫とし播州歌舞伎等の用具収納を想定する。

・2階は各ゾーンの倉庫として利用できるように配置する。

倉庫（1F）

倉庫（2F）

共
用
部

交流スペース

キッズスペース

トイレ（1F）

トイレ（2F）

・催事／展示／小規模イベント／自主学習等多目的に活用する。

・情報収集・発信コーナー／給湯／カフェスペースを設置。

・天井を高く、明るく開放感を持たせ、いつでも誰でも気軽に立ち寄ることができる

スペースとする。　

・世代間交流ができるスペースとする。

・図書館ゾーンの児童書、おはなしコーナーとの連携を重視する。

・間仕切りでの仕切りも検討する。

・オストメイト等障がい者に必要な機能を設ける。

・オストメイト等障がい者に必要な機能を設ける。

室名区分 利用形態

外
構

子ども用トイレ、授乳室

廊下、玄関、階段、PS、EPS

・おむつ替えスペース／子ども用トイレなど乳幼児に必要な機能を設ける。

・キッズスペースと隣接する。　

駐車場

・建物周りに40台程度を確保する。

・電動自動車充電コーナーを設置する。

・マンホールトイレを設置する。

・車椅子用を3台程度設置する。

多目的広場 ・イベントやマルシェなどで利用する。

・車椅子で往来できる広さを設ける。

備蓄倉庫

駐輪場 ・約２０台程度を確保する。

読書テラス
・図書館ゾーンと隣接して設置する。

・広場スペースとの連携に配慮する。

芝生広場 ・緑化や憩いのスペースも検討する。

・2階に配置し、防災機能強化を図る。

16



多可町生涯学習まちづくりプラザ建設計画

〇防災対策

　まちづくりプラザは、指定緊急避難場所（地震・大雨時）及び福祉避難所となります。避難所と

しての機能を確保するよう、耐震性、対浸水性、機能維持性を確保した防災機能を整備します。

①大地震後、構造体の大きな補強をすることなく建築物を使用できることを目標とし、人命の安全

確保に加えて、機能維持が図られる耐震性を確保します。（耐震安全性の分類Ⅱ）

②キュービクルを屋上に設置し、浸水時の電源確保を図ります。

③浸水に対応できる盛土造成及び、1 階床高の設定を行います。

④建築物内への浸水を防止するための水防設備（防水板、防水扉）の設置を検討します。

⑤浸水時にも使用することができ、避難所であることから 2 階に備蓄倉庫を設けます。

⑥停電時に電源供給車等から施設への電力供給を可能とする電力接続口を設けます。

⑦2階に調理室、会議室、和室を配置することで、浸水時も調理機能や避難スペースを確保します。

⑧避難所であることからマンホールトイレを設置します。

⑨多目的ホール、会議室、和室などを要配慮者の避難所として活用します。

－４．防災機能

[ マンホールトイレ ]

[ 備蓄倉庫 ] [ 避難所機能 ]
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多可町生涯学習まちづくりプラザ建設計画

[ 内装木質化（会議室など）]

[ 複層ガラス ] [ 日除けのためのルーバー ]

[ 内装木質化（ホールなど）]

－５．環境性能

〇内装木質化

　多可町は「人と自然が共生する新たな森林サービスで幸福度高まる TAKA[ 多可 ] 創生事業」

をテーマとしたＳＤＧｓ未来都市に選定されており、今後の公共施設整備にあたっては木造・

木質化による資源循環型社会推進に貢献していくことが重要です。まちづくりプラザでは兵庫

県産木材を用いた内装木質化を積極的に行うことで地域森林資源の有効活用を図ります。

　2050 年カーボンニュートラル達成に向け建築物の省エネルギー化への取り組みの普及が求

められています。まちづくりプラザにおいても複層ガラスや日差しを遮る日除けの設置、効率

的な空調方式の選定等、建物のエネルギー消費量を減らす建物づくりにより脱炭素化社会の実

現に貢献していくことが必要です。

〇省エネルギー化・その他
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[ 施設配置の方針 ]

　建設場所におけるゾーン配置は以下の方針とします。

－２．ゾーン配置の方針

　気軽な来訪を目指し 1 階への配置を前提とし

ます。また広場スペースとの連携が可能な南側

への配置とします。

　大中の会議室は隣接した配置とします。自主

学習は図書館ゾーンから利用しやすい位置への

配置とします。

〇図書館ゾーン

〇交流スペース

〇会議・学習ゾーン

　建物のエントランスホールとなるよう施設中

央に配置します。また吹抜等を介して、各ゾーン

へのアクセスルートとなるよう計画します。

　多人数の利用が想定されることから、バリアフ

リーや避難安全性、搬出入を考慮し 1 階への配置

を基本とします。

　施設入口から視認しやすく交流スペースに面

した 1 階に配置します。

〇ホールゾーン〇実習ゾーン

〇運営ゾーン

　活動音が発生することから、他のゾーンとの

距離確保や防音性に配慮した配置とします。

(２) 整備にあたっての前提条件

　まちづくりプラザ建設場所周辺の地形や施設用途を踏まえ、基本方針を実現するべく交流ス

ペースを中心に導入する５つのゾーンとシンボルストリートが機能する施設配置とします。ま

た、建物とシンボルストリートとの間に、あらゆる世代がくつろげる広場スペースを設け、イベ

ントスペースとしても活用できるよう整備します。

－１．建設場所における施設配置の方針

歩行者動線

車両動線
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多可町生涯学習まちづくりプラザ建設計画

共
用
部

外
構

(３) 施設規模（延床面積等）

(４) 概算工事費（建設費のみ）

開架スペース（一般） ・一般図書7.0万冊を蔵書する。

・図書5.0万冊、新聞、雑誌バックナンバー等を所蔵する。

・児童図書2.7万冊を蔵書する。

・作業スペースとして45㎡程度を想定する。

・事務室、応接室を併せて60㎡程度を想定する。

・収容人数20人程度を想定する。

・収容人数30~40人程度を想定する。

・収容人数15~20人程度を想定する。

・収容人数24人程度、作業台6台程度を想定する。

・25畳程度を想定する。

・収容人数40人程度、作業台6台を想定する。

・運営スタッフ10人程度を想定する。

・エントランスホール、多目的ホールホワイエを兼ねたスペースとする。

・開架スペース（児童）と連携し、幼児～児童の利用を想定する。

・収容人数２００名程度を想定する。　

・音響・照明設備収納、1名程度待機を想定する。

・相談員1名程度、情報提供スペースを想定する。

・前室を設ける。

・アンプ2~3台を収容できる収納スペースを設置する。

開架スペース（児童）

閉架書庫

図書館管理運営スペース

自主学習室

会議室（大）

会議室（中）

DIY室

和室

調理室

音楽室

事務室

男女共同参画コーナー
多文化共生コーナー

・10名程度のミーティング利用、コピー機設置を想定する。ボランティアスペース

多目的ホール

倉庫（1F）

楽屋・準備室

815

室名区分 面積（㎡） 面積の根拠

255

104

108

46

80

40

72

60

90

40

113

32

32

250

80

倉庫（2F） 30

図
書
館
ゾ
ー
ン

会
議
・

学
習
ゾ
ー
ン

実
習
ゾ
ー
ン

ホ
ー
ル

ゾ
ー
ン

運
営
ゾ
ー
ン

交流スペース

キッズスペース ３０

241

トイレ（1F） ３５

トイレ（2F） ３５

多機能・子ども用トイレ、
授乳室

48

廊下、玄関、階段、PS、EPS

建築物単体の面積

24

駐車場 ・建物周りに40台程度を確保する。

・車椅子用を3台程度設置し、入口まで屋根を設置する。

・車椅子で往来できる広さを設ける。

・避難所としての資材の備蓄を想定する備蓄倉庫 30

310

3,000

ー

駐車場（屋根付き） 88

駐輪場 ・２０台程度を確保する。30

・1階は多目的ホールの倉庫とし、播州歌舞伎等の用具や施設

用具の収納を想定する。

・2階は各ゾーンの倉庫として利用できるように配置する。

・男性、女性、多目的トイレを設ける。

・男性、女性、多目的トイレを設ける。

・おむつ替えスペース／子ども用トイレなど乳幼児に必要な機能

を設ける。　

13.5 億円 （税込） 
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多可町生涯学習まちづくりプラザ建設計画

●

●

供用開始

設計者決定

基本設計

実施設計

工事受注者

決定

建設工事

令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

工事監理

(５) 整備スケジュール

まちづくりプラザ整備スケジュール
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５．施設運営の考え方

多可町生涯学習まちづくりプラザ建設計画

　総合計画の目標に掲げる「協働による自主自立のまち」をめざすには、従来からある行政によ

る施設運営（直営）に留まらず、住民団体や民間事業者等のノウハウを活用するため、住民との

協働による施設運営も検討する必要があります。

　検討委員会における検討過程では、運営組織化や指定管理など様々な案が出されましたが、結

論には至っていません。答申書では、「これからのひとづくり・まちづくりのためには、リーダー

やコーディネーター人材の発掘・育成や、運営組織の立ち上げ支援・伴走型支援など、官民連携

を推進していくことが必要です。」と付記され、引き続き「運営組織の立ち上げなど、町民が運営

に主体的に参加できる体制づくりを検討」することが提案されました。

　町では、まちづくりプラザの運営方針や方法の検討を進めるため、「生涯学習まちづくり委員会

」を設置しました。施設整備と並行して、この施設に合った、またこれからの多可町にとって望

ましい運営の検討を進めています。

[ 生涯学習まちづくり委員会のイメージ ]

まちづくりプラザの運営方針や方法の検討を進める

生涯学習まちづくり委員会

団体選出委員

公
募
委
員

　

他

薦
、
自
薦
に
よ
る
委
員
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(１) 町民アンケート結果

23



多可町生涯学習まちづくりプラザ建設計画
24



多可町生涯学習まちづくりプラザ建設計画
25



多可町生涯学習まちづくりプラザ建設計画

(２) 中コミュニティプラザ利用状況
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多可町生涯学習まちづくりプラザ建設計画

本館
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本館 加美 八千代 １人当たりの蔵書数
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本館 加美 八千代 １人当たりの貸出冊数

－１．各年度末蔵書冊数と町民１人当たりの蔵書数

（３）多可町図書館蔵書数等

（冊）
1人当たりの
蔵書数（冊）

（冊）
1人当たりの
貸出数（冊）

－２．各年度末蔵書冊数と町民１人当たりの貸出数
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